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近世土佐派記録 (五)
松 尾 芳 樹

京都市立芸術大学芸術資料館に所蔵される ｢土佐派絵画資料｣の中から土佐家に関わる文書の一部を

翻刻し紹介する｡ここに紹介する57点の資料は三つに分類できる｡初めは土佐家に伝えられた文書の目
録である｡東京国立博物館に所蔵される 『土佐文書』のほぼ半数が記録され､両者の関係が明確となる｡

次に取上げた三点の資料は､土佐家が叙任に関して交渉した文書の控で､土佐光成 ･光芳 ･光貞によっ

て記されたと考えられる｡土佐家が家業の安定と権威の獲得に苦労した様子をうかがわせる｡最後は､

土佐光字 ･光文による53枚の極札である｡土佐家が行っていた絵画鑑定の実際を教えてくれる｡

一六五
■■-■■-
-/＼/＼

一六七

一六八

一六九～二二〇

土佐文書目録

留帳 元禄九年頃 (C.1696)
傍例書付 宝暦三年頃 (C.1753)
家例傍例叙日書付控 享和二年(1802)
土佐光学極札 天保六～嘉永三年 (1835-1850)l
土佐光文極札 文久二年 (1862)

主要項目:土佐派､土佐文書､極札､土佐光起､土佐光成､土佐光芳､土佐光貞､土佐光字､土佐光文､

狩野探幽､狩野安信､狩野尚信､尾形光琳

IXX:UMENTSOFTOSASCH(刀LINPRE-MODERNAGE(5)
YOSHIKIMATSUO

TheTosaSchoolisoneschooloftheJapanease-stylepainting(Yamato-e).Apartofthe
documentsontheTosaFamilyarereprintedfromthecollectionofthereferencematerials

onthepaintingsoftheTosaSchoolownedbytheMuseum.Thistime,Iintroduce57materials
sortedinthreegroupsinthismanuscript.Thefirstisthelistofthedocumentssucceeded

tointheTosaFamily.ThelistisconcerneddeeplywiththedocumentsownedbyTokyo
NationalMuseumcalled"TosaMonJO".Itisbecausethehalvesofthedocumentswhichthe

TosaMonjocontainedarerecordedinthislist.Thesecondgroup,thesearetherecordsof

thenegotiationabouttheappointmentofthegovernnlentpost.ThesearewrittenbyMItsunari
TosaandMitsufusaTosaandMitsusadaTosawhowerepaintersinthemiddleoftheEdoPeriod.

ThesematerialstellthattheTosaFamilyhaddifficultyinthestabilityofthetradeand

theacquisitionoftheauthority.Thelastgroupismaking53Sheetsoftheauthentication
slips(kiwane-fuda)writtenbyMitsuzaneTosaandMitsubumiTosawhowerepaintersinthe
lattertermoftheEdoPeriod.ThesetellustherealityoftheconnoisseurshipintheTosa
School.

165 ListofDocumentsontheTosaSchool

166 Notebookoninvestiture (C.1696)
167 Noteofprecedentsoninvestiture (C.1753)
168 CopyofDocumentsoninvestiture (1802)
169-220 AuthenticationslipsbyMitsuzaneTosa (1835-1850)
22l AuthenticationslipbyMitsubumiTosa (1862)

Keyterns:Tosaschool,TosaMonjo,Authenticationslips,MitsuokiTosa,MitsunariTosa,

MitsuhusaTosa,MitsusadaTosa,MitsuzaneTosa,MitsubumiTosa,TanyuKano,
YasunobuKano,NaonobuKano,KorinOgata
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土
佐
家
に
伝
え
ら
れ
た
文
書
の
目
録
で
あ
る
｡
文
書
の
内
容
に
関
す
る
記
述
は
な
く
､

日
付
と
差
出
人
名
と
宛
所
を
記
す
に
す
ぎ
な
い
が
､
原
本
に
付
け
ら
れ
た
押
紙
に
よ
る

注
記
は
写
し
て
お
り
､
花
押
も

一
部
模
写
さ
れ
て
い
る
｡
現
状
は
め
く
り
の
断
片
四
紙

の
右
上
端
を
糊
付
け
し
て
綴
じ
て
い
る
｡
第

一
紙
の
末
に

｢童
巻
｣
と
あ
る
が
こ
れ
で

全
て
で
あ
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
｡
紙
端
に
糊
跡
は
な
く
､
四
紙
が
当
初
巻
子
の
状
態
で

あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
｡
箸
水
の
き
い
た
極
め
て
薄
い
椿
紙
に
記
さ
れ
､
墨
書
は
滑

ら
か
さ
を
欠
く
｡
字
形
の
理
解
が
不
明
確
な
文
字
も
散
見
し
､
原
本
か
ら
臨
写
さ
れ
た

可
能
性
が
高
い
｡
紙
質
の
印
象
で
は
､
江
戸
時
代
後
期
の
写
本
と
思
わ
れ
る
｡

文
書
は
全
部
で
六
五
件
を
数
え
､
内
六

一
件
は
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
の

｢土
佐
文

書
｣
を
翻
刻
し
た
木
村
徳
衛
氏

『土
佐
文
書
解
説
』

(昭
和
十
年
)
に
収
録
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
｡

『土
佐
文
書
解
説
』
に
は

一
一
九
件
の
文
書
が
収
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
､

そ
の
ほ
ぼ
半
数
が
目
録
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡

木
村
氏
の
解
説
の
中
に
は
､
永
禄
十
二
年

(
7
五
六
九
)
に
土
佐
光
茂
が
､
玄
二

(土
佐
光
吉
)
に
対
し
て
宛
て
た
書
簡
が
収
録
さ
れ
る
｡
そ
こ
に
は
､
戦
死
し
た
光
元

の
子
で
あ
る
三
人
の
孫
を
託
す
と
共
に
家
職
と
代
々
の
粉
本

･
謹
文

･
知
行
を
譲
渡
す

る
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
目
録
の
存
在
は
､

｢土
佐
文
書
｣
が
か
つ
て
土
佐
家
に
伝

え
ら
れ
､

『土
佐
派
絵
画
資
料
』
と

一
具
で
あ
っ
た
事
実
を
示
し
､
こ
れ
が
光
茂
か
ら

久
翌
へ
譲
渡
さ
れ
た
も
の
の
1
部
で
あ
る
こ
と
を
確
認
さ
せ
て
く
れ
る
O

『土
佐
文
書
解
説
』
に
な
い
四
点
の
資
料
は
､
現
存
す
る

｢土
佐
文
書
｣
の
中
に
は

見
当
た
ら
な
い
.
し
か
し
長
禄
三
年

(
l
四
五
九
)
文
書

(第
三
紙
-
十

l
)
が

『古

画
備
考
』
に
収
録
さ
れ
､

一
括
資
料
と
さ
れ
て
い
る
他
の
三
点
も
､

｢土
佐
文
書
｣
中

の

｢文
書
目
録
｣
に
記
さ
れ
て
い
て
､
近
年
ま
で
一
具
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
土
佐

家
か
ら
流
出
し
た
文
書
が
移
転
の
途
中
で
､

一
部
分
割
さ
れ
る
例
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
｡

記
録
に
あ
た
っ
て
特
に
方
針
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
ず
､
年
号
も
前
後
し
文
書
の
内

容
に
よ
る
分
類
を
し
た
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
な
い
｡
ま
た
年
紀
に
つ
い
て
も
古
い
も

の
か
ら
､
比
較
的
新
し
い
も
の
ま
で
を
含
ん
で
幅
広
く
､

一
括
し
た
欠
落
部
分
を
指
摘

す
る
こ
と
は
難
し
い
｡
注
を
書
き
写
し
た
と
思
わ
れ
る
細
書
は

『土
佐
文
書
』
の
押
紙

に
は
ぼ

1
致
す
る
.
文
亀
元
年

(
T
五
〇

1
)
九
月
二
日
文
書

(第

1
紙
-
六
)
の

｢日
和
｣

｢長
曽
我
連
｣
の
よ
う
に
､
本
目
録
に
あ
っ
て

｢土
佐
文
書
｣
に
見
え
な
い

部
分
が
あ
る
の
は
､
本
目
録
の
作
成
時
と
現
状
整
理
の
問
に
､
訂
正
の
手
が
加
え
ら
れ

る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
の
だ
ろ
う
｡
別
に

『土
佐
文
書
解
説
』
と
の
対
照
表
を

兼
ね
た
収
録
書
簡
の
一
覧
を
示
す
｡
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文 書 目 録 内 容 一 覧

日 付 西 暦 差 出 人 宛 所 日録 文む解

説 肺 考1204′07′26 北条時政<花押> 藤原貴成

4-t )- 1延応元年 7月17日 沙門隻

然<花押> 4-2 2- 21239′08′03 北灸泰時<花押

>.北条時房<-1川l> 一卜 3 3- 3延文 5年 l2月2日 1360′12′02 前川油氏 中沢揃郡大夫 4-5 5- 4

明絶元年 5月21日 斯波長持<花押> 細川轍元 4-4 9- 6

明徳3年 L月某日 1392/Ol′00 細川頼元 (大半社) I-4 10- 7永耳目年 10月25日 1439/10′25 公文大法師<花押>.別当法楠 (丹波国三ケ北住

荘司) 3-5 10- 8耕吉3年 9月9日 14LI3/06/09

沙弥 細川勝元 ト ー 12- 9栽吉3年 6月17日 日43/06/17 細川勝元

内藤元貞 4-6 13-10文安 2年 8月4日 )445/08′04 布施貞基 .飯

尾為秀 .摂津常承 守護代 卜 2 14-ll文安 5年 8月3日 1448/08

′03 斎藤玄良 .飯尾鶏秀 .摂津常承 守護作 卜 3 )5-L2長操3年 日月9日 1459ハ1′09 足利義政<花押> 3-ll 35

在 ー古画備考J1468or70′00′0 頗尾為信 .

布施良基 土佐広周 1-15 l7-L5文明元年 10月

9日 )469/)0/09 足利農政 3-2 )8-16)469/ll/28

細川勝元 内藤元貞 3-6 20-17lLl70′0

1′ll 内藤元貞 産田式部丞 3-7 2卜 l8文明9坪 4月2日 tL

l77/04/02 版尾歎秀 .布施共進 .飯尾為信 守護代 卜Ⅰ6 21-l9J48

4/12/29 飯尾家雅 上ljTL元秀 4-7 22-20文明l6年 12月30日 J484/

12/30 諏訪貞通 土佐光信 314 23-21文明l7年 2月11日 1485′02/ll 上原元弄く花押> 波多野孫右術門尉 4-8 24-

22文明17年 lL!j3月 1日 1485′+03′01 波多野清秀<7印P> 石原五

郎右衡門 4-9 25-23文明)7年 4月4日 )485′04/04

雅訪貞通.柄秀赦 中沢一族中 I-5 28-27)485′04/

04 諏訪貞通 .清秀牡 畑一族中 4-10 26-24長草元年 9月l6日 )4

87′09/16 砺尾清房 .松EEl長秀 土佐広周 卜20 34-31延絶3年 1

1月3日 )491/ll′03 柵元貞 安蘇轄理亮 卜23 39-36延繕3年 11月4El

1491ハ1/04 盛舵 進藤八郎五郎 ト2l 40-37廷繕3年 l2月24日 H91/ー2/24 飯尾嫡房 .飯尾軍手貞 安岩一元家

ト22 利一38延徳3年 】2月29E】 l491ハ2/29 版尾柄

房 .飯足元行 土佐光信 卜2Ll 4卜 39文租元年 9月2日 l50)/09/02 広尾渦房 .松田鞭完 .松B]長秀 .群雄元親 守護代 1-6

48-46永正 3年 8月6日 1506′08/06 頗尾斉憲 当所名主百姓

中 1-7 49-LIBl506′lO′28 柄貞喝 土佐光信 卜 8

50-'l9永正 5年 9月3日 l508′09′03 甘露寺伊長 土佐光信 3-1

53-52永正5年 】2月28日 嫉尾公則<花押> 当所名主百姓中 I-日 54

-53永正 6年 10月5B 斉藤基蛙 .諏訪長俊 .飯尾貞運 土佐光信 卜)7 55-

54)5日/09/29 斉藤基蛙 .斎藤時拡 右京兆代 (細川苗国) 3-3 57

-55大水3年 l2月3日 Ⅰ523/l2/03 中沢秀綱<花押> 土佐光茂 ドl

o 65-62大水7年 9月23日 1527/09/23 輔等軒周隙く花押> 当所

名主沙汰人中 トーー 68-66大水8年 6月10日 Ⅰ528/06′10 飯屋貞秀 .

松m秀俊 宮内卿局代 4-ll 69-67草操2年 相月某日 1529/Ⅰ0/00 井関秀次<

花押> 土佐光茂人々御中 I-12 70-68天文 4年 8月11日 1535′08′11

布施元通 .松田盛秀 荒木新兵衛尉 ト13 74-73天文 4年

8月11日 l535′08′11 布施元通 .松田盛秀 土佐光茂 4-12 74-72天文 5年 10月10B )536/lO/10 巌尾為清く花押> 土佐光孜 4-13 76-75

天文11年 4月8日 l542′04/08 布施元通 .松田租捷 当所名主百姓中 卜19

78-77天文l9年 2月17日 1550′02′17 土佐光茂く花押> 三好長居 3-20

在r土佐文言ir.｣日韓天文J9年 5月3E] 1550′05/03 赤松時政<花押>

土佐光茂 3-19 在r土佐文やf｣自錦永梯8年 日月2日 1

565′11′02 孫二郎 1-27 80-79(永禄12年) rX)5月6E] 】569′+05/06 足利集昭<花押> 蛾Ei日吉 3-18 在｢土佐文空F｣日録

1569/08/26 松田頼隆 .煎餅汝郷 当所名主百姓中 4-日

108-93(永緑12年) 9月17日 1569′09′17 一

色藤長 .細川藤孝 先細勝家 卜25 日0-9LI(永～刺2年) 10月13日 1569′10′13 三輿三左入宗才 .任地入砕杷 今井宗久

3-16 ll5-98(永禄12年) 日月15E] 1569′11′

15 土佐光茂 今井宗久 3-J7 116-99(永操12

年) 日月2日∃ 隼田勝家 土佐光茂 3-15 Ll7-)00?/fOI/20 狩野永徳 土佐ロ右術門尉 2-4 126-107

不明 3月17日 ?′03′17 宗淳 (朝食孝貴?)

3-8 79-78?′06′21 土佐久翌 2-2 l2

8-loo不明 9月3日 ?/09′03 幸梅 土佐光茂 3-4 107-92不明 9月7日 ?′09′0

7 三好長座 鎌又右術門尉 3-9 66-6LI不明 9月J3El ?′09′13 桑輿次右人

不世 上r.も羽百姓中 卜26 123-loョ?′lO′02 狩野山楽 土佐久翌 2-I

136-日2不明 LO月】OEl ?′lO′10 之倍く花押> 土佐光信 卜 9 59

-58不明 日月 1日 ?′11′Ol 栃尾元連 土佐光
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表
題
は
な
く
､
質
の
粗
い
椿
紙
六
紙
を
横
長
に
半
折
し
て
折
目
を
下
に
し
､
右
端
を

こ
よ
り
に
よ
っ
て
二
穴
綴
じ
に
し
て
い
る
｡
た
だ
し
､
三
紙
裏
と
四

･
五
紙
は
綴
じ
穴

近
く
で
切
り
取
ら
れ
て
お
り
､
墨
書
の

1
部
が
わ
ず
か
に
見
え
る
ば
か
り
で
､
内
容
は

全
く
分
ら
な
い
｡
残
る
部
分
か
ら
判
断
す
れ
ば
､
土
佐
左
兵
衛
が
左
近
衛
将
監
へ
の
任

官
を
願
っ
て
坊
城
家
と
交
渉
し
た

一
件
に
関
わ
る
記
録
と
考
え
ら
れ
る
｡

土
佐
左
兵
衛
の
名
に
つ
い
て
は
､
粉
本
中
'
ま
れ
に
兄
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
0

『地
下
家
伝
』

『古
画
備
考
』
な
ど
通
例
の
土
佐
家
伝
記
に
は
見
え
な
い
が
､
貞
享
四

年

(
一
六
八
七
)
墨
書
の
あ
る

｢拾
得
像
｣

(
『土
佐
派
絵
画
資
料
目
録

(四
)
』
資

料
番
号
六
九
)
に

｢土
佐
左
兵
衛
尉
光
高
｣
と
書
か
れ
て
お
り
､
土
佐
光
高
(の
ち
光

祐
と
改
め
る
)
を
指
す
と
思
わ
れ
る
｡
本
資
料
の
第
二
紙
に
は
､
土
佐
光
高
の
名
と
正

六
位
下
左
近
衛
将
監
の
叙
任
が
示
さ
れ
る
と
と
も
に

｢土
佐
左
兵
衛
廿
二
歳
｣
と
記
し

た
色
紙
が
存
在
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
o
廿
二
歳
と
い
え
ば
元
禄
九
年

(
7
六
九

六
)
に
光
高
が
叙
任
を
受
け
た
年
令
で
あ
り
､
左
兵
衛
が
将
監
職
を
願
っ
て
坊
城
家
を

訪
れ
た
と
あ
る
記
事
か
ら
判
断
し
て
も
､
左
兵
衛
が
光
高
の
名
と
見
て
差
し
支
え
な
い
｡

た
だ
し
､
光
高
が
左
兵
衛
尉
を
任
ぜ
ら
れ
た
記
録
は
な
く
､

｢拾
得
像
｣
墨
書
の
場
合

も
戯
れ
に
職
名
を
擬
し
た
と
考
え
た
方
が
よ
い
｡
恐
ら
く
あ
る
期
間

(少
な
く
と
も
貞

享
四
年
～
元
禄
九
年
)
光
高
は
､
二
つ
の
名
を
用
い
て
い
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は

｢柿

本
人
麿

像
｣

(
『土
佐
派
絵
画
資
料
目
録

(二
)
』
資
料
番
号
五
)
に
見
る

｢土
佐
左

兵
衛
｣
の
墨
書
の
ご
と
く
､
通
称
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
し
､
先
の
墨

書
に
見
る
と
お
り
併
用
と
い
う
こ
と
も
し
た
よ
う
だ
｡

第
三
紙
に
は
､
坊
城
家
の
求
め
に
応
じ
て
提
出
し
た
､
光
信
以
後
の
土
佐
家
絵
師
の

叙
任
記
録
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
末
が
土
佐
光
成
の
正
六
位
下
の
項
で
終
わ
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
､
彼
が
従
五
位
下
と
な
り
刑
部
権
大
輔
に
任
ぜ
ら
れ
た
元
禄
九
年
五

月
以
前
の
記
録
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
極
月
(十
二
月
)
十
八
日
に
提
出
し
た

資
料
は
､
光
成
が
従
五
位
下
刑
部
権
大
輔
と
な
る
た
め
に
求
め
ら
れ
た
と
判
断
さ
れ
る

か
ら
､
恐
ら
く
元
禄
八
年
の
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
｡
五
月
二
十
三
日
に
昇
叙
し
た
光
成

は
六
月
二
九
日
に
刑
部
権
大
輔
と
な
り
､
土
佐
家
所
縁
の
左
近
衛
将
監
の
職
が
空
い
た

た
め
､
第
二
紙
に
見
る
よ
う
な
運
動
を
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
光
高
が
正
六
位
下

左
近
衛
将
監
と
な

っ
た
の
は
元
禄
九
年
十
二
月
二
八
日
で
あ
る
｡
内
容
か
ら
す
れ
ば
記

録
者
は
光
高
の
父
光
成

(
〓
ハ
四
六
～

l
七

1
0
)
と
考
え
て
よ
い
｡
交
渉
し
た
坊
城

家
の
人
物
は
こ
の
元
禄
九
年
の
口
宣

案
(
『近

世
土
佐
派
記
録

(二
)
』
十
三
～
十

八
)
の
職
事
を
務
め
た
坊
城
俊
清
で
あ
ろ
う
｡
叙
任
を
求
め
た
際
の
進
物
の
内
容
が
､

白
扇

一
本
と
近
江
産
の
袴
地
で
あ
る
高
宮
平
に
加
え
て
､
絹
本
の
伊
勢
物
語
井
筒
図
で

あ
る
と
こ
ろ
に
絵
所
ら
し
さ
が
表
れ
て
興
味
深
い
｡

二
八
七

傍
例
書
付

二
八
･
七
×
八

一
･
七

cm

(旧
日
韓
三
五
四
)

I
候
家
の
諸
大
夫
で
あ
る
保
田
内
匠
頭
に
示
し
た
､
叙
任
に
関
す
る
傍
例
の
書
付
を

控
え
た
も
の
で
あ
る
｡

ま
ず
初
め
に
賀
茂
姓
の
人
物
三
人
が
､
正
六
位
下
に
任
ぜ
ら
れ
た
年
令
と
そ
の
際
の

官
職
を
挙
げ
て
い
る
｡
最
も
新
し
い
年
紀
が
享
保
十
五
年

(
一
七
三
〇
)
の
も
の
だ
か

ら
､
こ
れ
以
後
の
記
録
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
時
期
に

一
膝
家
諸
大
夫
の
保

田
家
で
内
匠
頑
を
務
め
て
い
た
人
物
と
し
て
は
保
田
忠
辰
が
考
え
ら
れ
､
彼
は
宝
暦
三

年

(
一
七
五
三
)
か
ら
没
す
る
同
十
年

(
一
七
六
〇
)
ま
で
任
に
あ

っ
た
か
ら
､
こ
の

時
期
の
も
の
と
し
て
よ
い
｡

傍
例
を
示
し
た
理
由
と
し
て
は
､
賀
茂
を
姓
と
す
る
二
つ
の
家
､
す
な
わ
ち
賀
茂
神

社
の
雨
宮
を
務
め
る
藤
木
家
か
ら
分
れ
た
鋤
博
士
家
と
賀
茂
氏
の
庶
流
で
あ
る
幸
徳
井

家
の
暦
博
士
家
を
'
土
佐
家
と
近
似
す
る
職
能
の
家
格
と
考
え
､
叙
任
に
対
す
る
要
求

の
比
較
対
象
と
し
た
の
だ
ろ
う
｡
城
博
士
賀
茂

(藤
木
)
成
梓
の
三
男
で
あ
る
賀
茂

(藤
木
)
成
量
は
二
十
五
歳
で
正
六
位
下
土
佐
守
､
銭
博
士
賀
茂

(藤
木
)
成
章
の
次

男
で
あ
る
賀
茂

(藤
木
)
成
敬
は
十

一
歳
で
同
じ
-
正
六
位
下
土
佐
守
､
陰
陽
助
賀
茂

(幸
徳
井
)
友
親
の
次
男
で
あ
る
賀
茂

(幸
徳
井
)
保
屋
は
十
六
歳
で
正
六
位
下
陰
陽

権
助
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
｡

宝
暦
三
年
か
ら
十
年
に
か
け
て
､
土
佐
家
を
支
え
て
い
た
の
は
､
落
飾
し
て
い
た
も

(四)



の
の
依
然
現
役
の
絵
師
で
あ

っ
た
土
佐
光
芳

(
一
七

〇
〇
～
一
七
七
二
)
で
あ
る
｡

光
芳
に
は
享
保
十
九
年

(
I
七
三
四
)
に
長
男
光
淳
が

生
ま
れ
､
元
文
三
年

(
1
七
三

八
)
に
次
男
光
貞
が
生
ま
れ
て
い
る
が
､
宝
暦
三
年
と
い
え
ば
光
淳
で
す
ら
二
十
に
な

っ
た
ば
か
り
で
､
土
佐
家
の
家
業
を
担
う
だ
け
の
力
量
は
得
て
い
な
か
っ
た
｡

採
り
上
げ
ら
れ
た
人
物
が
､
皆
次
男
三
男
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
'
次
男
光
貞
の
叙
任

に
関
す
る
配
慮
を
求
め
た
資
料
と
考
え
れ
ば
､
傍
例
の
記
さ
れ
た
意
図
は
理
解
し
や
す

い
｡
長
男
光
淳
は
延
享
元
年

二

七
四
四
)
十

一
歳
で
従
六
位
上
左
近
衛
将
監
と
な
っ

て
お
り
､
順
当
な
叙
任
を
受
け
て
い
る
｡
光
芳
は
次
男
も
叙
任
を
受
け
る
権
利
が
あ
る

こ
と
を
主
張
し
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
｡
光
芳
は
狩
野
家
に
倣
い
､
分
家
を
作
る
こ
と
に

よ
っ
て
､
家
業
の
安
定
を
図
っ
た
こ
と
に
な
る
｡

次
い
で
､
職
員
令
に
定
め
ら
れ
た
画
工
司
の
組
織
を
示
し
､

『頬
究
国
史
』
に
見
え

る
大
同
三
年

(八
〇
八
)
の
重
工
司
内
匠
寮
併
合
に
触
れ
た
後
､
土
佐
家
伝
に
よ
っ
て
､

叙
任
の
家
例
を
記

し
て
い
る
｡
そ
こ
で
は
､
土
佐
家
の
祖
で
あ
る
藤
原
基
光
が
内
匠
頭

と
な

っ
た
こ
と
と
､
藤
原
隆
能
が
初
め
六
位
相
当
の
近
衛
将
監
と
な
り
､
五
位
に
昇
っ

て
主
殿
頭
と
な

っ
た
こ
と
を
例
と
し
て
､
以
後
'
絵
所
預
が
初
め
近
衛
将
監
と
な
り
五

位
に
昇

っ
た
後
､
八
省
の
次
官
級
を
得
る
慣
例
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
上
げ
て
い
る
｡

光
芳
が
こ
う
し
た
先
例
を
主
張
し
た
の
は
'
彼
自
身
が
正
五
位
に
昇
っ
て
大
蔵
少
輔
に

任
ぜ
ら
れ
た
が
､
そ
の
後
は
弾
正
少
忠
か
ら
左
京
少
進
と
次
第
に
職
が
降
っ
て
い
っ
た

こ
と
を
踏
ま
え
て
､
土
佐
家
の
慣
例
を
継
承
す
べ
き
旨
を
訴
え
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
｡

す
な
わ
ち
'
長
男
の
光
淳
に
対
し
て
は
左
近
衛
将
監
の
次
に
八
省
の
次
官
級
を
配
慮
し

て
は
し
い
と
い
う
意
図
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
｡

末
尾
に
加
え
ら
れ
た
職
名
の
意
図
は
測
り
か
ね
る
が
､
可
能
性
と
し
て
､
任
官
可
能

な
八
省
四
職
の
空
席
の
官
職
を
連
ね
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
｡
形
部
丞
及
び
大
蔵
丞
は

六
位
相
当
､
形
部
録
及
び
大
蔵
録
は
七
～
八
位
相
当
､
内
匠
允
は
七
位
相
当
､
内
匠
属

は
八
位
相
当
と
､
左
近
衛
将
監
に
比
べ

て
ど
の
職
も
必
ず
し
も
高
い
も
の
で
は
な
い
が
､

八
省
四
職
の
職
を
欲
し
た
た
め
､
官
位
相
当
の
職
は
期
待
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

か
｡
宝
暦
三
年

(
一
七
五
三
)
十
二
月
兄
光
淳
が
内
蔵
少
属
を
経
て
内
蔵
大
允
と
な
り
､

翌
四
年

一
月
に
十
七
歳
の
光
貞
が
従
六
位
上
内
匠
大
属
と
な
っ
た
動
き
と
資
料
は
符
号

す
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
を
勘
案
す
れ
ば
､
資
料
の
成
立
年
代
と
し
て
､
光
貞
叙
任
の

前
年
で
あ
る
宝
暦
三
年
を
あ
て
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
｡
光
芳
が
分
家
を
作
る
た
め
に
行

っ
た
運
動
の
有
様
を
示
す
資
料
と
考
え
ら
れ
る
｡

二

八
八

家
例
傍
例
叙
日
書
付
控

土
佐
光
貞

(旧
目
録
三
五
五
)

享
和
二
年

二

八
〇
二
)

二
八
二
二
×
五
四

･
〇

cm

土
佐
光
貞

(
l
七
三
八

-
1八
〇
六
)
は
享
和
二
年

(
T
八

〇
二
)
二
月
十

一
日
に

従
四
位
上
に
叙
さ
れ
た
｡

こ
の
と

き
提
出
し
た
三
通
の
文
書
の
控
で
あ
る
｡
家
例
と
し

て
､
藤
原
行
秀
が
従
四
位
下
か
ら
従
四
位
上
に
叙
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
と
年
令
を
示
し

た
も
の
が

l
通
､
傍
例
と
し
て
城
師
の
源
常

〔斌
〕
及
び
内
膳
司
の
高
橋
等
清
が
従
四

位
下
か
ら
従
四
位
上
に
叙
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
と
年
令
を
示
し
た
も
の
が

一
通
､
叙
日

と
し
て
光
貞
が
従
四
位
下
に
叙
さ
れ
た
年
紀
と
年
令
を
示
し
た
も
の
が

i
通
あ
っ
た
ら

し
い
.
こ
れ
ら
の
文
書
を
作
成
し
た
主
旨
は
明
確
で
､
常
心
以
来
の
城
術
家
で
あ
る
御

薗
家
及
び
､
代
々
内
膳
司
で
奉
膳
を
任
じ
ら
れ
た
高
橋
家

(演
嶋
家
)
と
､
画
所
預
家

で
あ
る
土
佐
家
を
比
べ
'
正
当
な
叙
任
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
｡
具
体
的
に
は
､
従
四

位
下
か
ら
従
四
位
上
に
叙
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
が
七
年
か
ら
九
年
で
あ
り
､
年
令
と
し

て
も
五
十
才
か
ら
六
十
三
才
で
あ
る
例
を
掲
げ
て
､
従
四
位
下
を
受
け
て
よ
り
九
年
が

経
ち
､
年
令
も
六
十
五
才
と
な
っ
て
い
る
自
ら
の
現
状
を
訴
え
､
昇
叙
を
促
し
た
の
で

あ
る
｡

(五)

二
八
九

寿
星
舟
乗
図
極
札

天
保
六
年

二

八
三
五
)

七 七 七 七 七
四 三 二 一 〇

泥
絵
桜
図
極
札

張
果
郎
図
極
札

梅

二
董
烏
図
極
札

雪
中
柳
二
鳩
国
極
札

墨
画
山
水
図
極
札

土
佐
光
学

二
八
･
七
×
三

土
佐
光
字

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
学

(旧
目
録
三
八
三
-

三
)

･
〇

cm

(旧
目
録
三
八
三
-

四
)

(旧
目
録
三
八
三
-
六
)

(旧
目
録
三
八
三
-

五
)

(旧
目
録
三
八
三
-
七
)

(旧
目
録
llI八
三
-
八
)



一
七
五

九 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 七 七 七 七
〇 九 八 七 六 五 四 三 二 一 〇 九 八 七 六

一
九

一

一
九
二

一
九
三

一
九
四

一
九
五

一
九
六

一
九
七

一
九
八

一
九
九

二
〇
〇

墨
画
山
水
図
極
札

天
保
七
年

二

八
三
六
)

墨
画
山
水
図
極
札

人
麿
図
極
札

須
磨
桜
国
極
札

明
石
紅
葉
図
極
札

福
禄
寿
馬
乗
回
極
札

鶏
図
極
札

雅
子
国
極
札

春
夏
山
水
図
極
札

秋
冬
山
水
図
極
札

四
季
富
士
図
極
札

福
禄
寿
図
極
札

梅
二
鴨
図
極
札

菊
二
小
禽
図
極
札

旭
二
竹
園
極
札

月
二
梅
図
極
札

天
保
八
年

二

八
三
七
)

小
町
図
極
札

伊
勢
図
極
札

菅
公
図
極
札

雪
中
花
鳥
図
極
札

渡
唐
天
神
図
極
札

福
禄
寿
図
極
札

楼
閣
山
水
図
極

酒
店
山
水
図
極
札

墨
梅
図
極
札

旭
二
墨
梅
図
極
札

土
佐
光
学

二
八
･
七

×
三

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
字

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
学

一
六

･
七

×
三

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
学

(旧
日
録
三
八
三
-
九

)

･
〇
cm

(旧
日
韓
三
八
三
-

I

O
)

(旧
日
韓
三
八
三
-

1

[)

(旧
目
録
三
八
三
-

一
三
)

(旧
目
録
三
八
三
-

一
二
)

(旧
目
録
三
八
三
-

一
四
)

(旧
目
録
三
八
三
-

一
五
)

(旧
日
韓
三
八
三
-

一
七
)

(旧
日
毎
三
八
三
-
二
二
)

(旧
目
録
三
八
三
-

二
八
)

(旧
日
韓
三
八
三
-

1
八
)

(旧
日
韓
三
八
三
-
二
〇
)

(旧
目
録
三
八
三
-

一
九
)

(旧
目
録
三
八
三
-
二
こ

(旧
日
韓
三
八
三
-
二
三
)

(旧
日
録
三
八
三
-
二
四
)

･
〇
cm

(旧
目
鐘
三
八
三
-
二
五
)

(旧
日
録
三
八
三
-
二
六
)

(旧
日
環
三
八
一一丁

二
七
)

(旧
目
録
三
八
三
-
二
八
)

(旧
日
韓
三
八
三
-
二
九
)

(旧
目
録
三
八
三
-
三

こ

(旧
目
録
三
八
三
-
三
〇
)

(旧
目
録
三
八
三
-
三
二
)

(旧
目
録
三
八
三
-
三
三
)

(旧
目
録
三
八
一二
-
三
四
)

二
〇
一

二
〇
二

二
〇
三

二
〇
四

二
〇
五

二
〇
六

二

〇
七

二
〇
八

二
〇
九

二

一〇

二
二
二
一
二

二
一
三

二
一
四

二
一
五

二
二
八

二
一
七

二
一
八

二
一
九

二
二
〇

三
■

山
水
図
極
札

虎
渓
三
笑
図
極
札

天
保
九
年
二

八
三
八
)

山
水
図
極
札

福
禄
寿
図
極
札

山
水
図
極
札

水
二
鷺
図
極
札

福
禄
寿
図
極
札

芦
雁
図
極
札

竹
園
極
札

福
禄
寿
図
極
札

梅
図
極
札

山
水
図
極
札

雨
後
滝
図
極
札

松
間
滝
図
極
札

月
下
波
図
極
札

唐
八
景
図
極
札

三
福
神
図
極
札

鉢
二
鴇
領
国
極
札

天
保
十
年

二

八
三
九
)

竹
二
雀
図
極
札

天
保
十
二
年
二

八
四

こ

連
歌
極
札

嘉
永
三
年

二

八
五
〇
)

八
幡
太
郎
義
家
国
極

礼

文
久
二
年

二

八
六
二
)

土
佐
光
学

土
佐
光
学

二
八
･
七
×
三

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
字

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
学

土
佐
光
字

土
佐
光
学

土
佐
光
学

(旧
日
韓
三
八
三
1

三
五
)

(旧
日
録
三
八
三
-

三
六
)

･
〇

cm
(旧
目録
三
八
三
-
三
七
)

(旧
目
録
三
八
三
-
三
九
)

(旧
目
録
三
八
三
-
四
〇
)

(旧
目
録
三
八
三
-
三
八
)

(旧
目
録
三
八
三
-
四

こ

(旧
目
録
三
八
三
-
四
三
)

(旧
目
録
一二
八
三
-
四
二
)

(旧
目
録
三
八
三
-

四
四
)

(旧
目
録
三
八
三
-
四
五
)

(旧
日
韓
三
八
三
-
四
六
)

(旧
日
韓
三
八
三
-
四
八
)

(旧
日
録
三
八
三
-
四
九
)

(旧
目
録
三
八
三
-
四
七
)

(旧
目
録
三
八
=
一-
五
〇
)

(旧
目
録
三
八
三
-
五

こ

(旧
目
録
三
八
三
-
五
二
)

(六

二
八
･
七
×
三

･
〇

cm

土
佐
光
学

(旧

目録三
八
三
-
五
三
)

一
六

･
七
×
三

･
〇

cm

土
佐
光
学

(旧

日
韓
三
八
三
-

一一)

二
八
･
七
×
三

･
〇

cm

土
佐
光
文

(旧

目録三
八
三
I

l
)

二
八
･
七
×
三

･
〇

cm



土
佐
光
字

･
光
文
の
鑑
定
に
よ
る
極
札
で
､
全
部
で
五
十
三
枚
あ
る
｡
土
佐
光
祐
に

よ
る
貞
享
五
年

(
1
六
八
八
)
墨
書
が
あ
る

｢寒
山
像
｣

(
『土
佐
派
絵
画
資
料
目
録

(
四
)
』
資
料
番
号
三
七
)
に
は
､

｢永
真
極

常
昭
極
/
古
法
眼
｣
と
記
さ
れ
､
土

佐
派
が
狩
野
派
な
ど
漢
画
系
絵
画
の
鑑
定
を
行
う
こ
と
が
､
少
な
く
と
も
光
起
の
時
代

に
遡
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
こ
に
紹
介
す
る
極
め
札
も
狩
野
派
や
琳

派
の
絵
画
の
鑑
定
に
係
る
も
の
と
い
え
る
が
'
本
来
絵
画
に
添
え
ら
れ
る
べ
き
極
札
が
､

な
ぜ
多
量
に
家
中
に
残
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
｡

東
京
芸
術
大
学
に
所
蔵
さ
れ
る

『住
吉
家
鑑
定
控
』
や

『狩
野
安
信
添
状
留
帳
』

『狩
野
英
信
鑑
定
控
』
の
例
に
見
る
と
お
り
､
鑑
定
を
業
と
し
た
流
派
に
は
鑑
定
に
あ

た
っ
て
控
を
遺
す
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
｡
こ
れ
ら
の
控
に
は
発
行
す
る
添
状
ま
た

は
極
札
と
の
問
に
捺
さ
れ
た
割
印
が
遺
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
､
後
に
照
合
が
で
き
る
よ

う
な
配
慮
も
な
さ
れ
た
｡
土
佐
派
の
極
札
に
も
割
印
が
施
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
､

こ
う
し
た
鑑
定
控
が
作
ら
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
､
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
｡

現
状
の
よ
う
に
､
多
量
の
極
札
が
鑑
定
者
の
元
に
あ
る
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
は
難

し
い
が
､
可
能
性
と
し
て
極
札
を
二
つ
作
り
両
者
に
割
印
を
施
し
､

一
方
を
控
と
し
た

と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
｡
し
か
し
､
同
様
に
鑑
定
に
携
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
他

の
土
佐
派
絵
師
の
例
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
､
極
札
の
年
紀
の
期
間
が
限
ら
れ
て
い
る

こ
と
'
こ
れ
を
鑑
定
の
全
て
と
見
る
に
は
期
間
に
対
し
て
数
量
が
あ
ま
り
に
少
な
い
こ

と
な
ど
か
ら
考
え
る
と
､
偶
々
何
等
か
の
理
由
で
ま
と
め
ら
れ
た
極
札
を
引
き
受
け
た

状
況
を
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
｡

土
佐
光
字

二

七
八
〇
～

t
八
五
二
)
は
光
貞
の
子
で
分
家
の
二
代
で
あ
る
｡
長
命

で
あ

っ
た
こ
と
も
あ
り

'
正
四
位
下
に
ま
で
の
ぼ

っ
た
｡
極
札
を
記
し
た
天
保
六
年

(
一
八
三
五
)
か
ら
嘉
永
三
年

(
一
八
五
〇
)
)
の
時
代
の
土
佐
家
を
み
る
と
､
分
家

に
は
子
の
光
清
が
お
り
､
本
家
に
は
光
字

の
子
で
あ
り
な
が
ら
光
禄
の
養
子
と
な
っ
た

光
文
が
い
た
｡
こ
の
中
で
は
､
最
も
高
い
位
に
あ

っ
た
分
家
の
光
字
が
主
導
的
立
場
に

あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
う
し
た
鑑
定
に
あ
た
っ
て
も
本
家
と
分
家
の
間
に
差
の
な

か

っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
o
天
保
七
年

(
1
八
三
六
)
に
刊
行
さ
れ
た

『古
筆
了
伴

大
人
閲
和
漢
書
画
古
筆
窒
定
家
系
譜
井
印
章
』
に
は
新
画
鑑
定
の
項
に
土
佐
光
字
の
名

と
印
影
が
見
え
る
｡
古
筆
家
関
係
の
人
物
が
四
三
名
に
対
し
､
他
の
鑑
定
家
は
十
三
人

し
か
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
､
光
字
の
権
威
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

る
｡
新
画
の
範
囲
が
ど
こ
ま
で
を
指
す
の
か
は
不
明
だ
が
､
こ
の
極
札
を
見
る
限
り
光

起
期
以
後
の
江
戸
期
作
品
の
鑑
定
に
あ
た
っ
て
い
た
状
況
を
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
0

虜
〉星
亙.1
革
こ
固

潔
め
奇

専
確
度
千

卓
見
頚
長

音
を

盛

裏 表

一六九 寿星舟乗図極礼

(七)



土佐派絵画資料極札 目録

区分 作 者 作 品 名 注記 材質形状 資料番号 年 紀

西暦 鑑定者Ol 狩野永徳 渡唐天神影 紙地竪物 195 天保

9年 1月 1838 土佐光字02 狩野探幽守信 蒜星舟乗之図 -

169 天保 6年11月 1835 土佐光字03 狩野探幽守信 張果郎

中 絹地竪物 171 天保 7年11月 1836 土佐光字狩野探幽守信 梅ニ黄鳥図 左 絹地竪物 172 天保 7年11月 1836 土佐光字
狩野探幽守信 雪中柳ニ鳩 右 絹地竪物 173 天保 7年11月 18

36 土佐光字04 狩野探幽守信 墨画山水 絹地竪物 176

天保 8年 1月 1837 土佐光字05 狩野探幽守信 人膚 中 絹

地竪物 177 天保 8年 3月 1837 土佐光字狩野探幽守信 頒磨

桜 左 絹地竪物 178 天保 8年 3月 1837 土佐光字狩野探幽守信 明石紅葉 右 絹地竪物 179 天保 8年 3月 1837 土佐光字

06 狩野探幽守信 春夏山水 左 絹地竪物 183 天保 8年 5月 18

37 土佐光字狩野探幽守信 秋冬山水 右 絹地竪物 184 天保 8

年 5月 1837 土佐光学07 狩野探幽守信 四季富士之絵 絹地

竪物 185 天保 8年 5月 1837 土佐光字08 狩野探幽守信

福禄高 中 絹地竪物 196 天保 9年 2月 1838 土佐光字狩野探幽守信 楼閣山水 左 絹地竪物 197 天保 9年 2月 1838 土佐光

字狩野探幽守信 酒店山水 右 絹地竪物 198 天保 9年 2月

1838 土佐光字09 狩野探幽守信 墨画山水 絹地竪物 二ol

天保 9年 3月 1838 土佐光字10 狩野探幽守信 福禄高 中 絹

地竪物 204 天保10年 3月 1839 土佐光字狩野探幽守信 山水

左 絹地竪物 205 天保10年 3月 1839 土佐光字狩野探幽守信 水二鷲 右 絹地竪物 206 天保10年 3月 1839 土佐光字

ll 狩野探幽守信 福禄詩 中 絹地竪物 207 天保10年 3月

1839 土佐光字狩野探幽守信 芦二雁墨画 左 絹地竪物 208

天保10年 3月 1839 土佐光字狩野探幽守信 竹 右 絹地竪物

209 天保10年 3月 1839 土佐光字12 狩野探幽守信 福禄詩墨

画 中 絹地竪物 210 天保10年 3月 1839 土佐光字狩野探幽守信 梶 左 絹地竪物 211 天保10年 3月 1839 土佐光字

狩野探幽守信 山水墨画 右 絹地竪物 212 天保10年 3月 1839

土佐光字13 狩野探幽守信 夏雨後瀧 中 絹地竪物 213 天保10年 9

月 1839 土佐光字狩野探幽守信 春松間瀧 左 絹地竪物 214

天保10年 9月 1839 土佐光字狩野探幽守信 秋月下披 右 絹地竪

物 215 天保10年 9月 1839 土佐光字14 狩野探幽守信 三福神之画 絹地横物 217 天保11年 5月 1840 土佐光

字15 狩野探幽守信 鉢二鶴領 絹地横物 218 天保1

1年 6月 1840 土佐光字16 狩野尚信 墨画山水 2幅対 紙地竪

物 174 天保 7年12月 1836 土佐光字狩野尚信 墨画山水 2幅対 紙地霊物 175 天保 7年12月 1836 土佐光字

17 狩野尚信 墨画唐八景之図 絹地椀物 216 天保10年 9月

1839 土佐光字18 狩野安信 福禄詩馬乗図 中 絹地竪

物 180 天保 8年 4月 1837 土佐光字狩野安信 鶴 左 絹地

竪物 181 天保 8年 4月 1837 土佐光字狩野妄信 稚子 右

絹地竪物 182 天保 8年 4月 1837 土佐光字19 狩野探幽守信 福禄蓄 中 絹地竪物 186 天保 8年 5月 1837 土佐光字

狩野妄信 梅こ鴨 左 絹地竪物 柑7 天保 8年 5月 183

7 土佐光字狩野探幽守信 菊ニ小禽 右 絹地竪物 188 天保

8年 5月 1837 土佐光字20 狩野尚信 旭ニ竹 左 絹地竪物

189 天保 8年 9月 1837 土佐光字狩野妄信 月ニ梅

右 絹地竪物 190 天保 8年 9月 1837 土佐光字21 久隅守景 虎渓三笑之絵 絹地棋物 202 天保 9年10月 1838 土佐光

字22 久隅守景 墨画山水 絹地横物 203 天保10年 1月 1839

土佐光学23 萩坊乗円 竹ニ雀墨画 紙地竪物 219 天保12年 2月

1841 土佐光学24 尾形光琳 泥絵桜 絹地慎物 170 天保 7年10月 1

836 土佐光字25 尾形光琳 墨梅 紙地竪物 199 天保 9年 3月 1838



二
八
五

文
書
日
録

<
第

一
紙
>

嘉
吉
三
年
六
月
九
日

沙

弥

細
川
九
郎
殿

｣

一

文
亀
元
年

光
信

九
月
二
日

八
月
四
日

文
安
武
年

国
分
布
施
民
部
大
夫

順
雌
飯
尾
備
中
守

頭
人
択
祉
相
称
頭

永
正
三
年
守
護
代

｣

六

清
房
頼
亮

日
和
長
秀

良
>;
収
並

元
親

八
月
六
日

苫
所
名
主
百
姓
中

秀
憲

守
護
代

文
安
五
年
八
月
三
日

｣
二

守
護
代

明
徳
三
年
正
月

日

石
京
大
夫
源
朝
臣

文
明
十
七
年四
月
四
日

中
津

一
族
中

｣
三

永
正
三
年

光

信
十
月
十
日

十
月
廿
八
日

土
佐
刑
部
大
輔
殿

貞
昭

之
信

(花
押
)

｣

八

土
佐
刑
部
大
輔
殿

｣
四

｣
五

大
永
三
年

光
茂

光
正

大

永

七
年

十
二
月
三
日

土
佐
左
近
将
監
殿

秀
綱

(花
押
)

｣
一〇

九
月
廿
三
日

富
所
名
主
沙
汰
人
中

周
隙

(花
押
)

｣



享
禄
式
年
十
月
吉

秀
次

(花
押
)

光
茂

天
文
四
年
土
佐
大
夫
将
監
殿

人
々
御
中

｣

二

一

八
月
十

一
日

荒
木
新
兵
衛
尉
殿

｣

一
三

十
二
月
廿
八
日

富
所
名
主
百
姓
中

公
則

(花
押
)

｣

一
四

土
佐
弾
正
入
道
殿

｣
l
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日
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刑
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輔
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八
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明
九
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永
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一
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五
日

光

仲
醍
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潜
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輔

赤
揮
弥
太
郎
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十
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富
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享
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柄
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土
佐
弾
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延
徳
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進
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八
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廿
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日
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後
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殿
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月
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